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第２１号議案 

   芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の

制定について 

 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例を別紙

のように定める。 

平成２７年２月１７日提出 

                        芦屋市長 山 中  健 

提案理由 

子ども・子育て支援法の制定に伴い，特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用に関し利用者が負担すべき保育料，預かり保育料及び延長保育料について，必

要な事項を定めるため，この条例を制定しようとするもの。 



21-2 

芦屋市条例第  号 

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し支給

認定保護者又は扶養義務者（以下「支給認定保護者等」という。）が負担すべき保

育料，預かり保育料及び延長保育料（以下「保育料等」という。）について，必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 保育料 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年芦屋市条例第２５号）第１３条第１項に規定する利

用者負担額，同条例第４３条第１項に規定する利用者負担額及び子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）附則第６条第４項の規定

により定める額をいう。 

 (2) 預かり保育料 市立幼稚園（芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例（昭

和３９年芦屋市条例第２９号）別表に定める幼稚園をいう。以下同じ。）において

実施する同条例第２条の２に規定する預かり保育の利用に係る利用者負担額をい

う。 

 (3) 延長保育料 法第５９条第２号に規定する時間外保育として実施する延長保育

事業の利用に係る利用者負担額をいう。 

２ 前項に規定するもののほか，この条例において使用する用語は，法において使用

する用語の例による。 

（保育料） 

第３条 保育料は，別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，月の途中において，入園し，若しくは退園し，又は入

所し，若しくは退所した場合等におけるその月の保育料は，日割により計算した額

（１０円未満の端数がある場合は，これを切り捨てた額）とする。 
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３ 市長は，市が設置する特定教育・保育施設において特定教育・保育を受けた支給

認定子どもの支給認定保護者から第１項又は前項に定める保育料を徴収するもの

とする。 

４ 市長は，法附則第６条第４項の規定により特定保育所において保育を受けた支給

認定子どもの支給認定保護者等から第１項又は第２項に定める保育料を徴収する

ものとする。 

５ 前２項の保育料の納期は，毎月末日までとする。 

（預かり保育料） 

第４条 預かり保育料は，別表第２に定めるとおりとする。 

２ 市長は，市立幼稚園での預かり保育を利用した支給認定保護者から前項に定める

預かり保育料を徴収するものとする。 

３ 前項の預かり保育料の納期は，預かり保育を利用した日の属する月の翌月末日ま

でとする。 

（延長保育料） 

第５条 延長保育料は，別表第２に定めるとおりとする。 

２ 市長は，延長保育事業を利用した支給認定保護者から前項に定める延長保育料を

徴収するものとする。 

３ 前項の延長保育料の納期は，延長保育事業を利用した日の属する月の翌月末日ま

でとする。 

（保育料等の決定等） 

第６条 市長は，保育料等を決定したとき，又は変更したときは，その旨を支給認定

保護者等に通知するものとする。 

（保育料の減免） 

第７条 市長は，支給認定保護者等が災害その他やむを得ない理由により保育料を納

付することが困難であると認めるときは，これを減額し，又は免除することができ

る。 

 （補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 
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（芦屋市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止） 

２ 芦屋市立幼稚園保育料等徴収条例（平成１９年芦屋市条例第１１号）は，廃止す

る。 

（保育料に関する経過措置） 

３ 第３条第１項の規定にかかわらず，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

の前日において，市立幼稚園に在園し，引き続き施行日以後も在園する支給認定子

どもに係る施行日から引き続き在園する期間の保育料については，別表第１ １  

満３歳以上の支給認定子どもで教育の提供を受けるものの保育料の表中 

 「 

Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分（４月から８月までの

月分の保育料については前年度分。以下同じ。）の

市町村民税所得割非課税世帯 

2,000 円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除き，当

該年度分の市町村民税所得割

の額が次の区分に該当する世

帯 

77,100 円以下 6,500 円

Ｃ２ 77,101 円以上 

211,200 円以下 

10,000 円

Ｃ３ 211,201 円以上 

301,000 円以下

12,000 円

Ｃ４ 301,001 円以上 15,000 円

」 

 とあるのは， 

 「 

Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分（４月から８月までの

月分の保育料については前年度分。以下同じ。）の

市町村民税所得割非課税世帯 

0円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除き，当

該年度分の市町村民税所得割

の額が次の区分に該当する世

帯 

59,000 円以下 4,750 円

Ｃ２ 59,001 円以上 9,500 円

」 

とする。 

４ 別表第１備考第３項の規定にかかわらず，施行日の前日において，市から入所の

承諾を受けて，保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条の規定
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に基づき設置された保育所をいう。）又はグループ型家庭的保育事業所（子ども・

子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

２４年法律第６７号）による改正前の児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭

的保育事業として市が実施する事業を行う施設をいう。）に在所し，引き続き施行

日以後も在所する支給認定子どもに係る施行日から引き続き在所する期間の別表

第１（１ 満３歳以上の支給認定子どもで教育の提供を受けるものの保育料の表を

除く。）の階層区分の認定における市町村民税所得割の額の算定に当たっては，地

方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）による改正前の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項第１１号の規定を適用するも

のとする。 

（預かり保育料に関する経過措置） 

５ 第４条第１項の規定にかかわらず，施行日の前日において，市立幼稚園に在園し，

引き続き施行日以後も在園する支給認定子どもに係る施行日から引き続き在園す

る期間の預かり保育料については，当該年度分（４月から８月までの月分の預かり

保育料については前年度分。以下この項において同じ。）の市町村民税所得割の額

が非課税である世帯にあっては０円とし，当該年度分の市町村民税所得割の額が５

９，０００円以下である世帯にあっては，別表第２ １ 預かり保育料の表に規定

する額の５割の額とする。 

（芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

６ 芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第３条を次のように改める。 

（保育料及び預かり保育料の納付） 

第３条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第４項に規定

する支給認定保護者は，幼稚園の利用に関し芦屋市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の保育料等に関する条例（平成２７年芦屋市条例第  号）第２

条第１項第１号に規定する保育料及び同項第２号に規定する預かり保育料を納

付しなければならない。 

（芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

７ 芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和３９年芦屋市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条を次のように改める。 
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（保育料及び延長保育料の納付) 

第６条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第４項に規定

する支給認定保護者は，保育所の利用に関し芦屋市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の保育料等に関する条例（平成２７年芦屋市条例第  号）第２

条第１項第１号に規定する保育料及び同項第３号に規定する延長保育料を納付

しなければならない。 

別表第１（第３条関係） 

１ 満３歳以上の支給認定子どもで教育の提供を受けるものの保育料 

各月初日における支給認定子どもの属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

階層区分 定義 

Ａ 生活保護世帯等 0円

Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分（４月から８月までの

月分の保育料については前年度分。以下同じ。）の

市町村民税所得割非課税世帯 

2,000 円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除き，当

該年度分の市町村民税所得割

の額が次の区分に該当する世

帯 

77,100 円以下 6,500 円

Ｃ２ 77,101 円以上 

211,200 円以下 

10,000 円

Ｃ３ 211,201 円以上 

301,000 円以下

12,000 円

Ｃ４ 301,001 円以上 15,000 円

２ 満３歳以上の支給認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料 

各月初日における支給認定子どもの属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

階層区分 定義 保育標準時間 保育短時間

Ａ 生活保護世帯等 0円 0円

Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分の市町村民税所得割

非課税世帯 

5,000 円 4,900 円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除

き，当該年度分の市町村

民税所得割の額が次の区

分に該当する世帯

48,600 円未満 9,000 円 8,800 円

Ｃ２ 48,600 円以上 

67,500 円未満 

13,500 円 13,200 円

Ｃ３ 67,500 円以上 

97,000 円未満

22,000 円 21,600 円
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Ｃ４ 97,000 円以上 

125,500 円未満

28,000 円 27,500 円

Ｃ５ 125,500 円以上 

169,000 円未満

30,000 円 29,400 円

Ｃ６ 169,000 円以上 

251,000 円未満

32,500 円 31,900 円

Ｃ７ 251,000 円以上 

301,000 円未満

34,000 円 33,400 円

Ｃ８ 301,000 円以上 

397,000 円未満

37,000 円 36,300 円

Ｃ９ 397,000 円以上 41,000 円 40,300 円

  ３ 満３歳未満の支給認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料 

各月初日における支給認定子どもの属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

階層区分 定義 保育標準時間 保育短時間

Ａ 生活保護世帯等 0円 0円

Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分の市町村民税所得割

非課税世帯 

5,500 円 5,400 円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除

き，当該年度分の市町村

民税所得割の額が次の区

分に該当する世帯

48,600 円未満 9,500 円 9,300 円

Ｃ２ 48,600 円以上 

67,500 円未満 

15,000 円 14,700 円

Ｃ３ 67,500 円以上 

97,000 円未満

25,500 円 25,000 円

Ｃ４ 97,000 円以上 

125,500 円未満

35,500 円 34,800 円

Ｃ５ 125,500 円以上 

169,000 円未満

43,500 円 42,700 円

Ｃ６ 169,000 円以上 

251,000 円未満

54,500 円 53,500 円

Ｃ７ 251,000 円以上 

301,000 円未満

60,000 円 58,900 円
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Ｃ８ 301,000 円以上 

397,000 円未満

71,000 円 69,700 円

Ｃ９ 397,000 円以上 89,000 円 87,400 円

  備考 

   １ これらの表における支給認定子どもの年齢については，年度の初日の前日

における年齢をもって当該年度中の満年齢とする。 

   ２ これらの表において，生活保護世帯等とは，生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯を

いう。 

   ３ これらの表における所得割（地方税法第２９２条第１項第２号に規定する

所得割をいう。）の額の算定については，同法第３１４条の７，第３１４条

の８，同法附則第５条第３項，第５条の４第６項及び第５条の４の２第６項

（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定は適

用しないものとする。 

   ４ これらの表（１ 満３歳以上の支給認定子どもで教育の提供を受けるもの

の保育料の表を除く。）において，保育標準時間とは，子ども・子育て支援

法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第４条第１項の規定による１月

当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の保育必要

量の認定の区分を，保育短時間とは，同項の規定による１月当たり平均２０

０時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の保育必要量の認定の区分を

いう。 

   ５ これらの表における階層区分の認定に当たっては，教育又は保育の提供を

受ける支給認定子どもと生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者（支

給認定子どもの生計を維持する者に限る。）に係る所得割の額の合計額によ

り行うものとする。 

６ これらの表の規定にかかわらず，支給認定子どもの属する世帯の階層区分

がＢ階層と認定された世帯であっても，次に掲げる世帯であるときは，当該

階層の保育料は０円とする。 

(1) 母子世帯又は父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法

律第１２９号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項
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に規定する配偶者のない男子であって，現に支給認定子どもを扶養してい

るものの世帯をいう。 

(2) 障害者又は障害児と生計を一にする世帯 次に掲げる者が属する世帯 

をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定によ

る身体障害者手帳の交付を受けている者 

イ 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者 

オ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）の規定により障害基礎年金

の支給を受けている者 

(3) その他の世帯 生活保護法に定める保護基準に準じ，生活に困窮してい

ると市長が認める世帯をいう。 

７ これらの表の規定にかかわらず，生計を一にする世帯に属する子どもが支

給認定子どものみである場合並びに生計を一にする世帯において，支給認定

子ども及び次の各号（法第１９条第１項第２号又は第３号に規定する小学校

就学前子どもに係る保育料を決定する場合にあっては，第１号を除く。）の

いずれかに該当する者がいる場合の保育料は，これらの者のうち最年長のも

の（以下この項において「第１子」という。）を除く最年長のもの（以下こ

の項において「第２子」という。）が支給認定子どもである場合にあっては

同表に規定する保育料の５割の額（１０円未満の端数がある場合は，これを

切り捨てた額）とし，第３子以降の者（第１子及び第２子以外の者をいう。）

が支給認定子どもである場合にあっては０円とする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校又は同

法第７６条第１項に規定する特別支援学校の小学部の第１学年から第３学

年までに在籍する子ども（第３学年の終わりの日までに満９歳に達する子

どもに限る。） 

(2) 学校教育法第１条に規定する幼稚園のうち，特定教育・保育施設でない

ものに在園する子ども 
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(3) 学校教育法第７６条第２項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する

子ども 

(4) 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援又は同条第３

項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども 

(5) 児童福祉法第４３条の２に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に

在籍する小学校就学前子ども 

   ８ これらの表の規定にかかわらず，各月における休園又は休所等をした期間

が当該月の日数の２分の１以上である場合の当該月の保育料は，同表に規定

する保育料の５割の額（１０円未満の端数がある場合は，これを切り捨てた

額）とする。 

別表第２（第４条及び第５条関係） 

１ 預かり保育料 

区 分 預かり保育料

春季，夏季及び冬季の休業日 日額 800 円

上記以外の日 日額 400 円

２ 延長保育料 

区 分 延長保育料 

登録料 月額 2,000 円

利用料 1回 200 円

  備考 

   １ これらの表の規定にかかわらず，支給認定子どもの属する世帯が別表第１

のＡ階層と認定された世帯又は同表のＢ階層と認定された世帯（同表備考第

６項各号に規定する世帯である場合に限る。）であるときは，預かり保育料

及び延長保育料は０円とする。 

   ２ ２ 延長保育料の表において，別表第１備考第４項に規定する保育標準時

間について支給認定保護者が利用できる１日当たりの最大の時間内におけ

る同項に規定する保育短時間について支給認定保護者が利用できる時間帯

以外で利用する延長保育事業に係る延長保育料については，別表第１ ２ 

    満３歳以上の支給認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料の表及び３ 

 満３歳未満の支給認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料の表に

おいて支給認定子どもの属する世帯が認定された階層区分の保育標準時間

の保育料と同階層区分の保育短時間の保育料との差額を上限とする。 
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参 照 １ 

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例要 

綱 

第１ 制定の趣旨 

  子ども・子育て支援法の制定に伴い，特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用に関し利用者が負担すべき保育料，預かり保育料及び延長保育料について，

必要な事項を定めるため，この条例を制定しようとするもの。 

第２ 制定の内容 

１ 保育料（第３条及び別表第１関係） 

(1) 保育料は，次に定めるとおりとする。 

ア 満３歳以上の支給認定子どもで教育の提供を受けるものの保育料 

各月初日における支給認定子どもの属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

階層区分 定義 

Ａ 生活保護世帯等 0円

Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分（４月から８月までの

月分の保育料については前年度分。以下同じ。）の

市町村民税所得割非課税世帯 

2,000 円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除き，当

該年度分の市町村民税所得割

の額が次の区分に該当する世

帯 

77,100 円以下 6,500 円

Ｃ２ 77,101 円以上 

211,200 円以下 

10,000 円

Ｃ３ 211,201 円以上 

301,000 円以下

12,000 円

Ｃ４ 301,001 円以上 15,000 円

イ 満３歳以上の支給認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料 

各月初日における支給認定子どもの属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

階層区分 定義 保育標準時間 保育短時間

Ａ 生活保護世帯等 0円 0円
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Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分の市町村民税所得割

非課税世帯 

5,000 円 4,900 円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除

き，当該年度分の市町村

民税所得割の額が次の区

分に該当する世帯

48,600 円未満 9,000 円 8,800 円

Ｃ２ 48,600 円以上 

67,500 円未満 

13,500 円 13,200 円

Ｃ３ 67,500 円以上 

97,000 円未満

22,000 円 21,600 円

Ｃ４ 97,000 円以上 

125,500 円未満

28,000 円 27,500 円

Ｃ５ 125,500 円以上 

169,000 円未満

30,000 円 29,400 円

Ｃ６ 169,000 円以上 

251,000 円未満

32,500 円 31,900 円

Ｃ７ 251,000 円以上 

301,000 円未満

34,000 円 33,400 円

Ｃ８ 301,000 円以上 

397,000 円未満

37,000 円 36,300 円

Ｃ９ 397,000 円以上 41,000 円 40,300 円

ウ 満３歳未満の支給認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料 

各月初日における支給認定子どもの属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

階層区分 定義 保育標準時間 保育短時間

Ａ 生活保護世帯等 0円 0円

Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分の市町村民税所得割

非課税世帯 

5,500 円 5,400 円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除

き，当該年度分の市町村

民税所得割の額が次の区

分に該当する世帯

48,600 円未満 9,500 円 9,300 円

Ｃ２ 48,600 円以上 

67,500 円未満 

15,000 円 14,700 円

Ｃ３ 67,500 円以上 

97,000 円未満

25,500 円 25,000 円

Ｃ４ 97,000 円以上 

125,500 円未満

35,500 円 34,800 円
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Ｃ５ 125,500 円以上 

169,000 円未満

43,500 円 42,700 円

Ｃ６ 169,000 円以上 

251,000 円未満

54,500 円 53,500 円

Ｃ７ 251,000 円以上 

301,000 円未満

60,000 円 58,900 円

Ｃ８ 301,000 円以上 

397,000 円未満

71,000 円 69,700 円

Ｃ９ 397,000 円以上 89,000 円 87,400 円

  備考 

    (ｱ) 支給認定子どもの年齢については，年度の初日の前日における年齢をも

って当該年度中の満年齢とする。 

    (ｲ) 保育標準時間とは，１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時

間までに限る。）の保育必要量の認定の区分を，保育短時間とは，１月当た

り平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の保育必要量の認

定の区分をいう。 

    (ｳ) 階層区分の認定に当たっては，教育又は保育の提供を受ける支給認定子

どもと生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者（支給認定子どもの

生計を維持する者に限る。）に係る所得割の額の合計額により行うものとす

る。 

(ｴ) 支給認定子どもの属する世帯の階層区分がＢ階層と認定された世帯であ

っても，次に掲げる世帯であるときは，当該階層の保育料は０円とする。 

ａ 母子世帯又は父子世帯 

ｂ 障害者又は障害児と生計を一にする世帯 

ｃ その他の世帯（生活保護法に定める保護基準に準じ，生活に困窮して

いると市長が認める世帯） 

(ｵ) 生計を一にする世帯に属する子どもが支給認定子どものみである場合並

びに生計を一にする世帯において，支給認定子ども及び次のａからｅまで

（小学校就学前子どもであって，家庭において必要な保育を受けることが

困難であるものに係る保育料を決定する場合にあっては，ａを除く。）のい

ずれかに該当する者がいる場合の保育料は，これらの者のうち第２子が支

給認定子どもである場合にあってはアからウまでの表に定める保育料の５
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割の額とし，第３子以降の者が支給認定子どもである場合にあっては０円

とする。 

ａ 小学校又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在籍 

する子ども 

ｂ 幼稚園のうち，特定教育・保育施設でないものに在園する子ども 

ｃ 特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども 

ｄ 児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している小学校就学前 

子ども 

ｅ 情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども 

  (ｶ) 各月における休園又は休所等をした期間が当該月の日数の２分の１以上

である場合の当該月の保育料は，アからウまでの表に定める保育料の５割

の額とする。 

(2)   (1)にかかわらず，月の途中において，入園し，若しくは退園し，又は入所

し，若しくは退所した場合等におけるその月の保育料は，日割により計算した

額とする。 

(3) 市長は，市が設置する特定教育・保育施設において特定教育・保育を受けた

支給認定子どもの支給認定保護者から(1)又は(2)に定める保育料を徴収するも

のとする。 

(4) 市長は，特定保育所において保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者

等から(1)又は(2)に定める保育料を徴収するものとする。 

(5) 保育料の納期は，毎月末日までとする。 

２ 預かり保育料及び延長保育料（第４条，第５条及び別表第２関係） 

  (1) 預かり保育料及び延長保育料は，次に定めるとおりとする。 

   ア 預かり保育料 

区 分 預かり保育料

春季，夏季及び冬季の休業日 日額 800 円

上記以外の日 日額 400 円

イ 延長保育料 

区 分 延長保育料 

登録料 月額 2,000 円

利用料 1回 200 円
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    備考  

(ｱ) 支給認定子どもの属する世帯が１(1)アからウまでの表のＡ階層と

認定された世帯又は同表のＢ階層と認定された世帯（同表備考(ｴ)ａ

からｃまでに定める世帯である場合に限る。）であるときは，預かり

保育料及び延長保育料は０円とする。 

        (ｲ) 保育標準時間について支給認定保護者が利用できる１日当たりの最

大の時間内における保育短時間について支給認定保護者が利用でき

る時間帯以外で利用する延長保育事業に係る延長保育料については，

支給認定子どもの属する世帯が認定された階層区分の保育標準時間

の保育料と同階層区分の保育短時間の保育料との差額を上限とする。 

  (2) 市長は，市立幼稚園での預かり保育を利用した支給認定保護者及び延長保育

事業を利用した支給認定保護者から(1)に定める預かり保育料及び延長保育料

を徴収するものとする。 

  (3) 預かり保育料及び延長保育料の納期は，利用日の属する月の翌月末日までと

する。 

３ 保育料等の決定等（第６条関係） 

   市長は，保育料等を決定したとき，又は変更したときは，その旨を支給認定保

護者等に通知するものとする。 

４ 保育料の減免（第７条関係） 

   市長は，支給認定保護者等が災害その他やむを得ない理由により保育料を納付

することが困難であると認めるときは，これを減額し，又は免除することができ

る。 

第３ 施行期日等 

１ 施行期日 

平成２７年４月１日

２ 芦屋市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止

   条例の制定に伴う廃止

３ 保育料に関する経過措置 

(1) 第２ １(1)にかかわらず，施行日の前日において，市立幼稚園に在園し，
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引き続き施行日以後も在園する支給認定子どもに係る施行日から引き続き在

園する期間の保育料については，次のとおりとする。 

各月初日における支給認定子どもの属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

階層区分 定義 

Ａ 生活保護世帯等 0円

Ｂ Ａ階層を除き，当該年度分（４月から８月までの

月分の保育料については前年度分）の市町村民税

所得割非課税世帯 

0円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を除き，

当該年度分の市町村民税

所得割の額が次の区分に

該当する世帯 

59,000 円以下 4,750 円

Ｃ２ 59,001 円以上 9,500 円

(2) 施行日の前日において，市から入所の承諾を受けて，保育所又はグループ型

家庭的保育事業所に在所し，引き続き施行日以後も在所する支給認定子どもに

係る施行日から引き続き在所する期間の保育料についての階層区分の認定にお

ける市町村民税所得割の額の算定に当たっては，年少扶養親族等に対する扶養

控除等の廃止がなかったものとして算定することとする。 

４ 預かり保育料に関する経過措置 

   第２ ２(1)アにかかわらず，施行日の前日において，市立幼稚園に在園し，引

き続き施行日以後も在園する支給認定子どもに係る施行日から引き続き在園する

期間の預かり保育料については，当該年度分の市町村民税所得割の額が非課税で

ある世帯にあっては０円とし，当該年度分の市町村民税所得割の額が５９，００

０円以下である世帯にあっては，５割の額とする。

５ 芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正 

   入園料の廃止並びに保育料及び預かり保育料の納付に係る規定の整備 

６ 芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正 

   保育料及び延長保育料の納付に係る規定の整備 
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 参 照 ２ 

   子ども・子育て支援法抜粋（平成２７年４月１日施行） 

 （支給認定） 

第１９条 子どものための教育・保育給付は，次に掲げる小学校就学前子どもの保護

者に対し，その小学校就学前子どもの第２７条第１項に規定する特定教育・保育，

第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育，同項第３号に規定する特別利用教

育，第２９条第１項に規定する特定地域型保育又は第３０条第１項第４号に規定す

る特例保育の利用について行う。 

 (1) 満３歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

るものを除く。） 

 (2) 満３歳以上の小学校就学前子どもであって，保護者の労働又は疾病その他の内

閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるも

の 

 (3) 満３歳未満の小学校就学前子どもであって，前号の内閣府令で定める事由によ

り家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 

（第２項省略） 

第５９条 市町村は，内閣府令で定めるところにより，第６１条第１項に規定する市

町村子ども・子育て支援事業計画に従って，地域子ども・子育て支援事業として，

次に掲げる事業を行うものとする。 

（第１号省略） 

(2) 支給認定保護者であって，その支給認定子ども（第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当するものを除く。以下この号及び附則第６条におい

て「保育認定子ども」という。）が，やむを得ない理由により利用日及び利用時間

帯（当該支給認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締

結した特定保育（特定教育・保育（保育に限る。），特定地域型保育又は特例保育

をいう。以下この号において同じ。）の提供に関する契約において，当該保育認定

子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を

受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。）以外の日及び時間に
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おいて当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育（保育必

要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。）を受け

たものに対し，内閣府令で定めるところにより，当該支給認定保護者が支払うべ

き時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより，必要な保育を確保

する事業 

（第３号から第１３号まで省略） 

附 則 

 （保育所に係る委託費の支払等） 

第６条 市町村は，児童福祉法第２４条第１項の規定により保育所における保育を行

うため，当分の間，保育認定子どもが，特定教育・保育施設（都道府県及び市町村

以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。）

から特定教育・保育（保育に限る。以下この条において同じ。）を受けた場合につ

いては，当該特定教育・保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条にお

いて「支給認定保育」という。）に要した費用について，１月につき，第２７条第

３項第１号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定保育に要した

費用の額を超えるときは，当該現に支給認定保育に要した費用の額）に相当する額

（以下この条において「保育費用」という。）を当該特定保育所に委託費として支

払うものとする。この場合において，第２７条の規定は適用しない。 

（第２項及び第３項省略） 

４ 第１項の場合において，保育費用の支払をした市町村の長は，当該保育費用に係

る保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から，当該保育費用をこれらの

者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保

育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。 

（第５項から第８項まで省略） 


